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○
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

　

町
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
う

ち
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
が
特

別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

１　

前
年
中
に
公
的
年
金
等
の
支

払
い
を
受
け
た
方

２　

当
該
年
度
の
初
日
（
毎
年
４

月
１
日
）
に
お
い
て
、
国
民
年

金
法
に
基
づ
く
老
齢
基
礎
年
金

等
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る　
65

歳
以
上
の
方

３　

老
齢
基
礎
年
金
等
の
年
額
が

　

万
円
を
超
え
て
い
る
方

18

　

右
記
の
条
件
に
該
当
し
て
い
て

も
、
次
の
場
合
は
特
別
徴
収
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

１　

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に

つ
い
て
税
額
が
生
じ
な
い
場
合

２　

特
別
徴
収
対
象
税
額
が
老
齢

基
礎
年
金
等
の
年
額
を
超
え
る

場
合

３　

岩
美
町
の
行
う
介
護
保
険
の

特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
で
は

な
い
場
合
（
介
護
保
険
法
に
お

け
る
住
所
地
特
例
で
他
市
町
村

の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
や
、

１
月
１
日
以
降
岩
美
町
か
ら
転

出
さ
れ
た
場
合
）

○
特
別
徴
収
が
中
止
と
な
る
場
合

　

特
別
徴
収
開
始
後
、
他
市
町
村
へ

の
転
出
、
税
額
の
変
更
、
年
金
の
支

給
停
止
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
は
、

特
別
徴
収
が
中
止
と
な
り
、
普
通
徴

収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）
に
よ
り

納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

○
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
税
金

　

公
的
年
金
等
所
得
の
金
額
か
ら
計

算
し
た
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の

み
で
す
。

　

給
与
所
得
や
事
業
所
得
な
ど
の
金

額
か
ら
計
算
し
た
町
県
民
税
は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
給
与
か
ら
の
引
き
落

と
し
（
特
別
徴
収
）、
ま
た
は
普
通
徴

収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）
に
よ
り

納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

　

老
齢
基
礎
年
金
ま
た
は
昭
和　

年
60

以
前
の
制
度
に
よ
る
老
齢
年
金
、
退

職
年
金
等
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
な
ど
の

非
課
税
の
年
金
か
ら
は
特
別
徴
収
は

さ
れ
ま
せ
ん
。
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平
成　

年　

月　

日
�

21

10

15
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問
い
合
わ
せ
先

財
務
課　

課
税
係

�　

－

1
4
1
3

73

　日本交通（株）より乗降調査において利用者が少
ない次の便を平成22年春の時刻表改正において減
便したいと申し出がありました。
　
��������

蕪　島16時48分発 � 中央病院経由 � 鳥取駅18時18分着
長谷橋12時49分発 �������� 鳥取駅13時50分着
鳥取駅11時10分発 � 中央病院経由 � 蕪　島12時30分着
鳥取駅17時10分発 �������� 蕪　島18時24分着

※現在の時刻表で対象となる便です。継続される便
については時刻変更をする予定ですが、皆さんが
今後積極的にバスを利用された場合、減便を中止
する場合もあります。

　気付いたら路線バス等公共交通がなくなっていた
ということにならないように、積極的に路線バス等
公共交通を利用しましょう。

※10月１日より日本交通（株）の路線バスは最

高運賃額が700円となり、より皆さんに利用

しやすいものとなりました。この機会にぜひ

ご利用ください。

（例　蕪島～鳥取駅区間　　 890円→700円

　　　岩井温泉～鳥取駅区間　730円→700円）
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